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■�

避
難
情
報
と
避
難
所
開
設

の
お
知
ら
せ
方
法

　
災
害
に
関
す
る
避
難
情
報
に
は

3
段
階
あ
り
ま
す
。
危
険
度
の
低

い
方
か
ら
「
避
難
準
備
情
報
」
→

「
避
難
勧
告
」
→
「
避
難
指
示
」

の
順
で
す
。

避
難
準
備
情
報

　
避
難
に
時
間
の
か
か
る
方
は
避

難
準
備
情
報
で
避
難
を
始
め
て
く

だ
さ
い
。

　

避
難
に
時
間
が
か
か
る
方

（
例
：
介
助
が
な
け
れ
ば
歩
け

な
い
方
、
高
齢
者
、
障
が
い
を

お
持
ち
の
方
な
ど
）
が
避
難
を

始
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
段
階

で
す
。
そ
の
他
の
方
は
、
家
族

等
へ
の
連
絡
、避
難
所
の
確
認
、

非
常
用
品
の
準
備
等
を
開
始
し

て
下
さ
い
。

避
難
勧
告

　
避
難
行
動
に
支
障
が
な
い
方
は

避
難
勧
告
で
避
難
を
始
め
て
く
だ

さ
い
。

　

避
難
行
動
に
支
障
が
な
い
方

が
避
難
を
始
め
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
段
階
で
あ
り
、
被
害
の
発

生
す
る
可
能
性
が
明
ら
か
に
高

ま
っ
た
状
況
で
す
。

避
難
指
示

　
避
難
移
動
中
の
方
は
、
す
ぐ
に

避
難
を
完
了
し
て
く
だ
さ
い
。

　
ま
た
、
避
難
行
動
に
移
っ
て
い

な
い
方
は
直
ち
に
避
難
を
開
始
し

て
く
だ
さ
い
。

　

災
害
が
発
生
し
そ
う
な
兆
候

や
現
在
の
切
迫
し
た
状
況
か

ら
、
人
的
被
害
の
発
生
す
る
危

険
性
が
非
常
に
高
い
と
判
断
さ

れ
た
状
況
で
す
。

※�
避
難
情
報
は
あ
く
ま
で
も
目
安

で
す
。
土
砂
災
害
や
浸
水
被
害

の
恐
れ
が
あ
る
地
域
の
方
は
、

早
め
の
避
難
判
断
を
し
て
く
だ

さ
い
。

避
難
所
開
設
情
報
は
防
災

無
線
ま
た
は
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
か
ら
お
伝
え
し
ま
す

　

災
害
時
の
避
難
所
開
設
情
報
や

避
難
情
報
は
防
災
無
線
ま
た
は
町

の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
お
知
ら
せ

し
ま
す
。
町
の
ツ
イ
ッ
タ
ー
や

フ
ェ
イ
ス
ブ
ッ
ク
に
も
同
様
に
情

報
を
載
せ
ま
す
。
確
認
し
や
す
い

方
法
で
、
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

■�

損
害
保
険
加
入
な
ど
の
備

え
を

　

家
屋
な
ど
個
人
の
財
産
が
被
災

し
た
場
合
は
、
そ
の
復
旧
は
所
有

者
が
行
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
町

が
災
害
調
査
で
被
災
状
況
を
確
認

に
出
向
く
こ
と
が
あ
り
ま
す
が
、

そ
れ
は
国
や
県
へ
被
害
状
況
を
報

告
す
る
た
め
の
調
査
で
す
。

　

台
風
な
ど
の
風
水
害
を
補
償
す

る
損
害
保
険
を
各
保
険
会
社
が
準

備
し
て
い
ま
す
。
そ
れ
ら
の
保
険

に
加
入
す
る
な
ど
の
備
え
を
し
て

お
い
て
く
だ
さ
い
。

　
台
風
の
場
合
は
事
前
に
来
る

こ
と
が
予
想
で
き
る
た
め
、
十

分
な
準
備
を
し
て
災
害
に
備
え

ま
し
ょ
う
。

■罹災証明書の発行について
　住宅が台風により破損し、保険会社の保証を受ける際に「罹災証明書」が必要な方は、本庁２階　総
務課で発行しております。
【お問い合わせ】総務課　℡ 0994-22-0511

■災害により被害を受けた場合の国税申告・納税等の猶予減免の手続き
１．�災害により財産に相当な損失を受けた場合には、鹿屋税務署に申請し、その承認を受けることで納
税の猶予を受けることができます。

２．�災害によって、住宅や家財などに損害を受けたときは、
　①�所得税法に定める雑損控除の方法
　②�災害減免法に定める税金の軽減免除による方法
　のどちらか有利な方法を選ぶことによって、所得税の全部または一部を軽減することができます。
　�　また、給与等、公的年金等、報酬等から徴収される（または徴収された）源泉所得税の徴収猶予や
還付を受けることができます。
３．�災害により被害を受けた事業者の簡易課税制度の適用に関する相談も受け付けております。

　これらの手続きは、鹿屋税務署までお問い合わせください。
【お問い合わせ】鹿屋税務署　　〒 893-0064　鹿屋市西原 4丁目 5-1　℡ 0994-42-3127

台風被害を受けた方へお知らせ


